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■埼玉県地域生活定着支援センター（令和２年度事業計画） 

 

令和 2年度経営方針  

(1)埼玉県地域生活定着支援センター事業 

埼玉県から埼玉県地域生活定着支援センター事業の業務委託を受け、埼玉県内一か所の事業所として事業を行う

ことになった。 

サテライト事業所であった「らんざん」「けいわ」「さやか」からの支援業務を遅滞なく漏れのないよう引継ぎ、5 名の専

任職員を配置し支援の質を確保する。 

新型コロナ感染拡大防止の影響で、面接、面会、訪問、支援会議などが十分にできない事態となっている。テレビ

会議の利用など、新たな業務の仕方を考え取り入れる必要がある。 

埼玉県地域生活定着支援センターの業務内容は以下となっている。業務④～⑥は、新たに追加された業務になる。

④、⑥の業務は 3蜜が避けられない業務であるため、埼玉県と協議しながらすすめていきたい。 

①コーディネート業務 

②フォローアップ業務 

③相談業務 

④地域福祉支援検討会議業務 

⑤福祉事業者巡回開拓事業 

⑥地域福祉研修事業 

⑦その他上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な業務 

 

令和 2年度取り組み 

①利用者支援 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 備考（時期・予算等） 

コーディネート業務 

 

 

①矯正施設内面接、アセスメント 

テレビ面接を活用する。 

各都道府県地域生活定着支援センター、保護

観察所、矯正施設と連携しアセスメントする。 

②福祉、医療、帰住先等の調整 

テレビ面接を活用する。 

各都道府県地域生活定着支援センター、保護

観察所、矯正施設、その他関係機関との連携と

活用、関係機関による必要最小限の支援会議

（3 蜜を避け感染予防の徹底）の開催、テレビ会

議（セキュリティの確保）システムの利用等によ

る調整をおこなう。 

③保護上移送 

できる限り矯正施設等による保護上移送に委

ねる。 

業務委託金 

27,970千円（予定） 

フォローアップ業務 ①出所時の移送支援 

車内の換気、マスクの着用、手の消毒など感染

都度 
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予防を徹底し移送支援を行う。 

②事業所へのアドバイス、支援会議等 

関係機関による必要最小限の支援会議（3 密を

避け感染予防の徹底）の開催、テレビ会議（セ

キュリティの確保）システムの利用等による調

整をおこなう。 

電話によるアドバイス等を増やし・訪問は必要

最小限とする 

③居宅支援 

できる限り居宅サービスを利用する。 

④通院支援 

オンライン診療を利用し通院同行はできる限り

減らす。 

通院同行支援は感染予防を徹底し行う。 

 

適宜 

 

 

 

 

 

 

 

相談業務 

 

①電話等による受付 

②ケースに応じて、関係機関につなぐ。 

③支援が必要と認めた場合、福祉調整等の支援

を行う。 

都度 

 

②ネットワークづくり、人材育成 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 備考（予定・予算等） 

地域福祉支援検討会業務 

 

 

 

①拡大合同支援会議を開催する。 

②事例報告会を開催する 

①適宜 

②年 1回 

福祉事業者巡回開拓事業 

 

 

①事業所内研修、ケーススタディに参加する。 

②新設事業所への事業説明等 

③新規受け入れ先を開拓する。 

①順次 

②適宜 

③2事業所以上 

地域福祉研修業務 

 

 

 

 

①矯正施設見学会 

②啓発研修 

③地域、機関、団体等の講演会、研修会、勉強会

への講師派遣 

 

①年 2回（地域別） 

②年 1回（地域別） 

③順次 
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その他の会議、研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①関東・甲信越ブロック研修を実施する。 

②全国地域生活定着支援センター協議会 

③東京管区ブロックセンター長会議 

④連絡協議会（保護観察所、川越少年刑務所、更

生保護施設、埼玉県、さいたま市、さいたま地

方検察庁、定着支援センター） 

⑤センター会議（埼玉県、さいたま保護観察所、定

着支援センター） 

⑥埼玉県地域生活定着支援センター運営推進  

委員会 

 

①年 1回 

②年 1回 

③年 4回 

④年 6回 

 

 

⑤年 6回 

 

⑥年 2回 

 

 

人材育成 全国地域生活定着支援センター協議会主催の研

修に参加する。その他業務等に必要な研修に参

加する。 

 

 

 

年 1回/随時 

 

 

③施設設備管理 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 備考（予定・予算等） 

車両管理 車両点検、運行表の記入、安全運転を励行する。 常時 

 

④危機管理 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 備考（予定・予算等） 

携帯電話の管理 

 

携帯電話が紛失した時は、遠隔データサービスで

消去する。 

都度 

資料・PCの管理 

 

施錠できるキャビネットにて保管する。 

事務所の施錠を徹底する。 

常時 

データーの持ち出し USB・PCの個人データの持ち出しは禁止する。 常時 

 


